
基本目標　１．人と自然との共生の確保

基本施策　１－１　自然とのふれあいの推進

年度

H28

H29

H31

H29

H31

369,000人

H29 369,000人

H31 369,000人

147,000人

H29 147,000人

H31 147,000人

105,000人

H29 105,000人

H31 105,000人

自然観察員等のボラ
ンティアを対象とした
研修会の参加者数

毎年度

三瓶自然館及び附属
施設での自然とのふ
れあいを目的とした自
然観察会の参加者数

毎年度

78

３施設計

第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

重点施策　１－１－２　自然とのふれあいの増進

施策の概要 環境指標
目標

評価 課題 今後の方向性
内容

H28年度の実績

○自然公園
　国立公園内の出雲大社におけ
る遷宮ブームが落ち着いてきた
ため利用者が減少傾向にある
が、一方でH28年度半ばから国
立公園満喫プロジェクトや広域
周遊ルート（縁の道）などの認定
に伴い、地域と連携し利用促進
を図る動きが始まっている。

○自然系博物館
　企画展や観察会等のイベント
を開催するほかサービス向上や
集客対策を実施し、ゴビウスで
は目標を上回った

○ボランティア研修会
　自然観察指導員講習会（56名
参加）及び新任島根県自然保護
レンジャー研修会（22名参加）を
開催した。

○自然公園
  国立公園満喫プロジェクトによ
り国立公園内のトイレの再整備
や遊歩道の整備を進めることと
している。快適な施設として整備
したものを、いかに維持管理して
いくかが課題。

○自然系博物館
・計画的な施設・設備の修繕・更
新、安全性確保対策、集客力の
向上、専門知識・技術を持った
人材確保
・魅力ある展示の企画・イベント
等の実施による集客力確保
・専門知識・技術を持った人材確
保

○自然保護ボランティア
　自然保護ボランティア、特に指
導的立場となる人材が高齢化し
ていることから、新たな担い手と
なる人材の育成を進める必要が
ある。

○自然公園
  公園指導員等ボランティアによ
るパトロールや地元自治体の協
力を得て施設や遊歩道等の状
況報告を受け修繕対応してい
る。引続き制度の徹底を図る

○自然系博物館
・サヒメル
　ビジターセンター機能・ガイダ
ンス機能の充実
・アクアス
　魅力ある展示の実施や積極的
な集客活動
・ゴビウス
　隣接した宍道湖グリーンパーク
と一体となって魅力化を推進
　新たな試みを取り入れ観光客
やリピーターの増加を目指す

○ボランティア研修会
　島根県自然保護レンジャー及
び指導員人材育成研修を開催
する予定。

12,370千人

H28
アクアス アクアス

614,571人

11,657千人

12,370千人

サヒメル

３施設計

116,153人

H28

H28

H28

○自然とのふれあ
いの場の整備と提
供

○自然公園の適
正な管理と利用促
進

○自然とのふれあ
いの機会の増進

○地域との連携に
よる住民参加型の
維持管理の充実

○自然解説員な
どの人材育成

三瓶自然館、宍道湖
自然館、しまね海洋
館への入場者数

ゴビウス

621,000人

621,000人

621,000人

サヒメル

ゴビウス

140,646人

357,772人

12,258人

80人

10,000人

自然公園利用者数 12,370千人
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　２．安全で安心できる生活環境の保全

基本施策　２－１　水環境等の保全

年度 内容

H28 85.0％

H29 85.0％

H32 85.3％

H28 -

H29 -

H32 100％

H28 -

H29 -

H32 28箇所

H28 -

H29 -

H30 81%

H28 -

H29 -

H32 0%

H28 -

H29 -

H32 1,317.0kg／日

H28 -

H29 -

H32 50校

28箇所

汚水処理人口普及率 78.6%

地下水に係る環境基
準の超過率

11.1%

宍道湖・中海CODに
ついての生活系負荷

1,299.2kg／日

今後の方向性

○河川、海域等の
水環境保全対策
の推進

○宍道湖・中海の
水質保全対策の
推進

○神西湖の水質
保全対策の推進

BOD及びCODに係る
環境基準の達成率
（河川、湖沼、海域）

88.2％

○公共用水域(全般）
　工場・事業場の計画的な監視・
指導等の実施により、環境基準
達成率等は目標を達成してい
る。

○公共用水域（宍道湖・中海）
　湖沼水質保全計画に基づく宍
道湖・中海の水質保全に係る各
種施策の総合的な実施により、
生活系負荷の減少は目標を達
成している。
　しかし、湖沼水質保全計画の
水質目標値は達成していない状
況。

〇公共用水域（全般）
　公共用水域の一部で環境基準
未達成であり、継続した対応が
必要。

○公共用水域（宍道湖・中海）
　湖沼水質保全計画に基づき、
汚水処理施設の整備等を実施し
てきたが、湖内水質に大きな改
善は見られない。
　宍道湖・中海の環境基準達成
には、汚濁メカニズムの解明が
必要。

○公共用水域(全般）
　工場・事業場の監視・指導を実
施していく。
　県民、事業者に対する水環境
保全の啓発を図っていく。

○公共用水域（宍道湖・中海）
　第６期湖沼水質保全計画（H26
～H30）に基づき宍道湖・中海の
水質保全に係る各種施策を総合
的に実施していく。
　流入負荷の一層の削減及び効
果的な湖内浄化対策を行うため
汚濁メカニズム解明に向けた調
査・研究を進めるとともに可能な
対策から実施していく。

健康項目に関わる環
境基準の達成率

100％

海水浴場の水質状況
（AA（特に良好）及び
A（良好）の箇所数）
[対象28箇所］

施策の概要 環境指標
目標

H28年度の実績 評価 課題

宍道湖・中海に流入
する河川流域の小中
学生による河川調査
参加校

31校

重点施策　２－１－１　流域単位での総合的な水環境保全対策の推進
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　３．地球環境保全の積極的推進

基本施策　３－１　　　 地球温暖化対策の推進

年度 内容

H28 -

H29 -

H32
平成２年度比
23％以上削減

H28 -

H29 -

H32
平成２年度比
８％以上削減

島根県内のエネル
ギー使用量

 ７．８％削減
（Ｈ２６速報値、対平成2年度比）

(使用量４９，１５７TJ)

評価 課題 今後の方向性

○温室効果ガス
削減対策の見え
る化

島根県内の温室効果
ガス排出量

１１．０％増加
（Ｈ２６速報値、対平成2年度比）

(排出量６，２３３千ｔ-CO2)

○温室効果ガスの総排出量は
全部門で減少したことにより、前
年比で5.8%減少した。
○基準年比では運輸部門で減
少したが、産業部門と民生業務
及び民生家庭部門で増加、トー
タルで11.0%の増加。

○エネルギー使用量は全部門で
減少したことにより、前年比で
6.7%減少した。
○基準年比では産業部門及び
運輸部門で大きく減少したが、
民生業務及び民生家庭部門で
は増加、トータルで7.8%の減少。

○エネルギー使用量は2000年
度以降減少傾向にあるが、民生
業務部門と民生家庭部門では
増加しており、民生関連での省
エネルギーの取組強化が課題。
○エネルギー種別内訳では電力
の使用量が大きく増加しており、
省電力の取組強化が課題。

○温室効果ガス排出量の94%を
占める二酸化炭素について、エ
ネルギー使用量が減少している
にもかかわらず排出量が増加し
ているが、理由としては、エネル
ギー使用内訳で最も燃料種別割
合の高いのが電力であり、電力
の二酸化炭素排出係数が福島
第1原発の事故以降、想定外に
高くなっていることが挙げられ
る。

○温室効果ガス排出量を削減す
るためには、特に民生業務部門
及び民生家庭部門の省エネル
ギーの取組強化が必要。
○家庭やオフィス、店舗その他
のサービス業での省エネルギー
につながる取組を強化する。

○電力由来の温室効果ガスの
排出量の削減については、国の
エネルギー政策の動向を注視し
つつも、再生可能エネルギーの
普及促進に努めるとともに、省
電力につながる組を強化する。

重点施策　３－１－１　温室効果ガス削減対策の見える化

施策の概要 環境指標
目標

H28年度の実績
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　４．環境への負荷の少ない循環型社会の推進

基本施策　４－１　　　 ３Ｒの推進に向けた意識の醸成

年度 内容

H26 -

H27 229千ｔ

H28 -

H26 -

H27 26％

H28 -

H26 -

H27 ３0千ｔ

H28 -

H26 -

H27 1,628千ｔ

H28 -

H26 -

H27 61％

H28 -

H26 -

H27 395千ｔ

H28 -

H26 -

H27 300店舗

H28 -

H26 -

H27 125品目

H28 -

21千ｔ（H27年度実績値）

産業廃棄物の平成２７年度
の排出量を基準年（平成２
０年度）に対して、１％以下
に抑制【農業以外】

1,356千ｔ（H27年度実績値）

産業廃棄物の平成２７年度
の再生利用率を６１％以上
【農業以外】

53.9％（H27年度実績値）

産業廃棄物の平成２７年度
の最終処分量を基準年（平
成２０年度）に対して４％以
上削減【農業以外】

277千ｔ（H27年度実績値）

今後の方向性

○リデュース（発
生抑制）の推進

○リユース（再使
用）の推進

○リサイクル（再
生利用）の推進

一般廃棄物の平成２７年度
の排出量を基準年（平成２
０年度）に対して、５％以上
削減

244千ｔ（H27年度実績値）

○一般廃棄物
排出量は、目標値を15千ｔ程度
上回る状況。
最終処分量は平成23年度以降
は21～23千tの水準を維持し、平
成27年度は目標を達成。
再生利用率は平成27年度は目
標値を達成していない。

○産業廃棄物
排出量は減少したため、目標値
を達成。
最終処分量は、目標値を118千ｔ
下回り、目標を達成。
産業廃棄物（農業以外）の再生
利用率は目標を下回っている。

○認定エコショップでのレジ袋の
有料化などが県内各地で定着す
るなどの成果を上げてきた。
エコショップ認定件数全体の中
では主として小規模店舗の認定
数が減少しているが、スーパー
マーケット等の来客数が多数の
店では制度が定着している。

○グリーン製品認定製品
石炭灰や廃瓦、ごみ処理溶融ス
ラグなど、認定製品支援制度に
より利活用が進んできたものも
ある。

○一般廃棄物
一般廃棄物の排出量の大部分
を占めるのは可燃ごみであるた
め、可燃ごみ削減が必要。
松江市等の市部では、特に事業
系の一般廃棄物の割合が大きく
排出の抑制が課題。
最終処分量を削減するための焼
却残渣の有効利用やごみ排出
量自体の削減、分別徹底が課
題。

○産業廃棄物
島根県においては産業廃棄物
の全体排出量の約75％ががれ
き類、ばいじん、汚泥の３種類で
占められており、これらの動向が
排出量の増減に大きく影響、県
内での経済活動を活発に行いな
がら産業廃棄物の排出量が増
加しないよう、事業者の排出削
減に関する取組の推進や景気
の動向に左右されない再生利用
品の需要の開拓が課題。

○中山間部などでの小規模店
舗の減少や商店主の高齢化な
どの影響もあり、認定店舗数は
減少している傍らで、都市部で
はコンビニエンスストアやドラッ
グストアなどが新規に参入して
いるが、これらの店舗の認定が
進んでいないことが課題。

○製品バリエーションでは土木
資材等の登録件数が多いが、公
共工事での優先使用などには
至っていない。

○一般廃棄物
可燃ごみの発生抑制のため食
品ロス削減や生ごみの堆肥化な
どを県民や事業者と連携して進
め、事業系一般廃棄物の削減に
取組む。
リユースに関する取組、ものを大
切にし、できるだけ長く使う取組
などの情報提供と啓発といった
ソフト面からの働きかけを行う。
焼却残渣である溶融スラグの有
効利用を更に図るため、土木資
材などでの利用を促進し、、安定
したスラグ有効利用体制を確保
する。

○産業廃棄物
最終処分量と再生利用量のバラ
ンスは公共事業に大きく影響さ
れ、県内の公共事業で、優先し
て再生利用品を利用し、需要を
拡大することをめざす。
再生利用等の技術開発及び施
設設備への支援を行い、さらに
リサイクル製品の公共調達及び
民需での利活用が進むよう販路
を開拓するなど、事業者におけ
る再生利用を促進していく。

○課題や社会状況の変化を踏
まえ、小規模事業者の申請手続
きの負担軽減やコンビニ、ドラッ
グストアへの働きかけの強化な
どに取り組むことも想定し、制度
の見直しとPR強化を検討。

○公共事業での利用促進に向
けた取組を強化。

一般廃棄物の平成２７年度
の再生利用率を２６％以上 23.4％（H27年度実績値）

一般廃棄物の平成２７年度
の最終処分量を基準年（平
成２０年度）に対して２２％
以上削減

エコショップ認定店舗
数

117店舗

グリーン製品認定製
品数

117品目

重点施策　４－１－１　３Ｒの推進に向けた意識の醸成

施策の概要 環境指標
目標

H28年度の実績 評価 課題
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　５．環境保全と経済発展の好循環の推進

基本施策　５－１　　　 環境関連産業の創出と振興

年度 内容

H28 -

H29 -

H32 10件

H28 -

- -

H29 1,000ha

H28 -

H29 -

エコロジー農産物の
推奨面積

975ha

エコアクション２１認
証・登録事業所数、ＩＳ
Ｏ14001適合組織数

88団体

H32 150団体

重点施策　５－１－４　地域資源を活用した環境関連産業の振興　

施策の概要 環境指標

目標

H28年度の実績 評価 課題 今後の方向性

○自然エネルギー
等を活用した新エ
ネルギー産業の
推進

○耕畜連携による
環境にやさしい農
業の推進

○循環型林業の
推進

○エコツーリズム・
環境関連コミュニ
ティビジネスの支
援

新エネルギーほか環
境関連産業の立地件
数（累計）

1件

○企業誘致専門員をはじめ職員に
より約3,000件の企業訪問や、東京
での企業立地セミナーを開催するな
どの誘致活動を行った。

　結果として、２０件の立地計画認定
を行った。
　その中で、　Ｈ２３年度に松江市に
立地したプラスチック製の食品包装
資材を製造する工場において、製造
過程で発生するプラスチック端材等
を全て原料としてリサイクル利用で
きる最先端設備を導入し、産業廃棄
物排出ゼロ工場化を進めるための
投資計画を認定した（１件）

○エコロジー農産物推奨面積は、平
成２7年度に対し、133ha増加。
・エコロジー農産物の推奨を受けて
いない有機農産物や特別栽培農産
物を含めると、全体として農薬・化学
肥料低減の取り組みは拡大してい
る。

○エコアクション２１認証・登録事業
所数は、事業者の人材不足、更新
費用の負担等や入札の建設業加点
の廃止などメリットが少ないことから
伸び悩み
○ISO14001適合組織数は、登録に
係る文書量の多さや審査費用が高
額であることから、減少傾向

○　環境関連企業等に対して、立地
助成制度や立地環境などの情報提
供をより積極的に行う

〇島根県エコロジー農産物推奨制
度については、推奨面積を今後さら
に拡大していくために、生産者への
制度内容の周知と消費者へのPR等
販売面でのメリット確保が必要。
・また、エコロジー農産物以外にも、
有機栽培や農薬・化学肥料低減に
よる農産物があり、これらの面積も
拡大してきている。現状の指標だけ
では十分な評価できない状況になっ
てきている。

○通常業務を行いながらの取組み
に伴う事務負担感の緩和

○環境・エネルギー関連産業は今後
成長が見込まれる分野なので、引き
続き積極的に誘致を推進する

○エコロジー農産物推奨制度につい
て、県内消費拡大情報発信事業等
との連携により、広告媒体による消
費者への普及啓発やイベント実施等
をすることで、積極的なＰＲを図る。
・次期計画の見直し時においては、
エコロジー農産物以外も含めた環境
にやさしい農業の取り組みを評価で
きる指標の設定が必要

○認証・登録や適合を取得すること
によるメリット等の周知を強化
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　６．環境保全に向けての参加の促進

基本施策　６－１　　　 環境教育・環境学習の推進

年度 内容

H28 -

H29 -

H32 100%

県主催の環境学習指
導者研修開催数

毎年度 10回 3回

県主催の環境学習参
加団体数

毎年度 60団体 45団体

○環境教育・環境
学習の連携推進

○環境教育・環境
学習手法の充実

○環境学習拠点
施設の活用

○学習機会の提
供

○情報提供・普及
啓発

小中学校及び高等学
校並びに特別支援学
校における「学校版エ
コライフチャレンジし
まね」への参加率

76％：284校／375校

○参加校数の登録割合は、ほぼ
横這い
・小、中学校の取組割合は８０％
を超えているが、高等学校の取
組割合は４１％と低い。また、学
校版エコライフチャレンジしまね
に登録はあるが、システム入力
を行っていない学校が増えてい
る

○教員研修として「小学校理科
教育講座」「高等学校理科教育
生物講座」「中学校技術教育講
座」を実施し、それぞれの教科科
目の内容に沿った環境教育を推
進するための意欲と資質能力の
向上を図った。

○宍道湖・中海を中心に水環
境、ラムサール条約への関心を
もってもらうため、対象を拡充
し、参加しやすい形で事業を実
施

○高等学校で取組んでもらえる
ような働きかけを行う必要がある
・登録している学校に、システム
入力を継続するよう働きかけを
行う必要がある

○環境教育・環境学習を主に担
当する指導主事がいない

○関心が更に広がるよう広報等
の工夫が必要

○教育庁と連名で県内の学校に
活用依頼を実施
・学校現場のニーズに応じた学
習機会の提供（しまね環境アド
バイザーの派遣等）

○環境教育・環境学習について
の研修を進める体制の整備を検
討する。

○参加者、参加団体を増やすた
め、事業の内容、広報等を工夫
しながら継続的に実施

重点施策　６－１－１　環境教育・環境学習の推進

施策の概要 環境指標
目標

H28年度の実績 評価 課題 今後の方向性
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第２期　島根県環境基本計画　進行管理（重点施策）

基本目標　６．環境保全に向けての参加の促進

基本施策　６－３　　　 参加と協働による地域環境づくりの推進

年度 内容

H28 121団体

H29 122団体

H32
124団体
(100団体)

H28 -

H29 -

H32 60事業所

課題 今後の方向性

○ネットワークづく
り

○協働による環境
保全活動の推進

○情報収集・情報
提供の充実

環境保全活動に関す
るＮＰＯ法人数

121団体

○しまね社会貢献基金事業によ
り、NPO法人等の環境保全活動
に対して支援

○実践事業所数は横ばい

○環境保全活動を行うNPO法人
等が自立した運営と継続的な活
動を行えるような支援施策の充
実が必要

〇地域での環境保全活動への
積極的な実践と意識の醸成を図
るための事業者への更なる周
知・啓発が必要

○NPO法人等活動基盤整備の
ためのセミナー等を実施
・企業への個別訪問や、県民が
参加するイベントなどにおいて、
しまね社会貢献基金制度をPR

○ハートフルしまね団体関係部
局及び商工団体と連携し、地域
で環境保全の輪が広がっていく
ことを目的とした「環境月間」及
びエコ活動の取組みについて啓
発

環境月間におけるエ
コ活動実践事業所数

42事業所

重点施策　６－３－２　ネットワークによる地域環境づくり

施策の概要 環境指標
目標

H28年度の実績 評価
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